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答 申 

 

１ 審査会の結論 

  四日市市長（以下「実施機関」という。）が、令和４年７月２２日付け障害第４２

６号-２で行った個人情報不存在決定（整理番号第４２号）は妥当である。 

 

２ 審査請求の趣旨 

  本件審査請求の趣旨は、審査請求人が四日市市個人情報保護条例（平成１１年四

日市市条例第２５号。以下「条例」という。）に基づいて令和４年７月１２日付けで

行った個人情報開示請求に対し、実施機関が令和４年７月２２日付けで行った個人

情報不存在決定（以下「本件決定」という。）について、不存在決定を取り消し、文

書の開示を求めるものである。 

 

３ 審査請求人の主張要旨 

  審査請求人が審査請求書及び反論書、口頭による意見陳述で主張した本件決定に

対する不服や反論の要旨は、以下のとおりである。 

 別紙の書類（共同生活援助・家賃補助申請書）が、令和４年５月１６日に初めて 

出され、この書類に記された、家賃が１日１０００円で月に約３万円。その３万円 

に対して１万円の補助がされたと説明されたが、本人にその説明がされない事など 

社福への利益誘導が行われているのではないか。 

 

４ 実施機関の主張要旨 

  実施機関が弁明書、口頭による意見陳述で主張した内容の要旨は、以下のとおり

である。 

  審査請求人が開示請求をした内容については、契約の相手方である社会福祉法人

が有した文書であり、実施機関が保有する文書ではないため不存在とした。 

  以上の理由により、本市の対応は条例上適法なものであるため、本件審査請求は

棄却されるべきである。 

 

５ 審査会の判断 
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(1) 基本的な考え方 

条例は、個人情報の適正な取扱いに関し、必要な事項を定めるとともに、本市

が保有する個人情報の開示等の権利を保障することにより、個人の権利利益の侵

害の防止を図り、もって基本的人権の擁護及び公正で民主的な市政の推進に寄与

することを目的としている。 

   したがって、当審査会における具体的事案の審理に際しては、条例における個

人情報保護の趣旨を尊重し、条例を厳正に解釈して、審議するものである。そし

て、当審査会は、審査請求人及び実施機関の主張を具体的に検討した結果、次の

とおり判断する。 

 (2) 行政文書の存否について 

    審査請求人は、〇〇〇〇（以下、「〇〇〇〇」という。）から共同生活用の住居

を賃借していたようであるが、賃貸借契約は、審査請求人と〇〇〇〇との間で締

結されているものであり、その際の説明についても審査請求人と〇〇〇〇との間

で行われるものと考えられる。そのため、実施機関が賃貸借契約の説明の際の文

書を保有していないということに不合理な点はない。 

   また、審査請求人は実施機関から〇〇〇〇への利益誘導が行われているのでは

ないか、と主張をするが、当審査会は、諮問に応じ審査請求について調査審議を

するために設置されており（四日市市情報公開・個人情報保護審査会設置条例第

２条第１項第２号）、本件の審査請求の趣旨が、「市が審査請求人に行った個人情

報不存在決定を取り消すとの裁決を求めるもの」とされているため、利益誘導の

有無等はそもそも、当審査会における調査審議の対象ではない。 

以上のことから、「１ 審査会の結論」のように判断する。 

 

６ 審査会の処理経過 

年 月 日 処  理  内  容 

令和４年１０月２７日 ・諮問書受理 

令和５年７月１４日 ・審議（令和５年度第２回審査会合議体） 

令和５年８月２３日 ・審議（令和５年度第３回審査会合議体） 

令和５年８月３０日 ・審議（令和５年度第４回審査会合議体） 

令和５年９月２７日 ・審議（令和５年度第５回審査会合議体） 

令和５年１０月３１日 ・審査請求人による口頭意見陳述及び審議  
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（令和５年度第６回審査会合議体） 

令和５年１２月８日 ・審議（令和５年度第７回審査会合議体） 

令和６年１月１９日 ・審議（令和５年度第８回審査会合議体） 

令和６年２月２１日 ・審議（令和５年度第９回審査会合議体） 

令和６年４月９日 ・審議（令和６年度第１回審査会合議体） 

令和６年６月４日 ・審議（令和６年度第２回審査会合議体） 

令和６年９月１７日 ・審議（令和６年度第４回審査会合議体） 

 

 

 経緯（参考） 

 令和４年７月１２日 個人情報開示請求 

 令和４年７月２２日 個人情報不存在決定通知書 

 令和４年７月２７日 審査請求 

 令和４年９月２日 弁明書 

  


